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日程第７ 議案第８号 南部町督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて

日程第８ 議案第９号 南部町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について

日程第９ 議案第１０号 南部町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定

について

日程第１０ 議案第１１号 南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について

日程第１１ 議案第１２号 南部町職員の給与に関する条例の一部改正について
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正について

日程第１３ 議案第１４号 南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につい

て

日程第１４ 議案第１５号 令和８年度南部町一般会計予算

日程第１５ 議案第１６号 令和８年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第１６ 議案第１７号 令和８年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第１７ 議案第１８号 令和８年度南部町墓苑事業特別会計予算

日程第１８ 議案第１９号 令和８年度南部町太陽光発電事業特別会計予算

日程第１９ 議案第２０号 令和８年度南部町水道事業会計予算

日程第２０ 議案第２１号 令和８年度南部町下水道事業会計予算

日程第２１ 議案第２２号 令和８年度南部町病院事業会計予算

日程第２２ 議案第２３号 令和８年度南部町在宅生活支援事業会計予算

日程第２３ 議案第２４号 町道路線の認定について

日程第２４ 議案第２５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

日程第２５ 請願第１号 政府に所得補償（直接支払い）制度の実現を求める請願書

（追加議案）

日程第２６ 議案第２６号 令和７年度南部町一般会計補正予算（第９号）

日程第２７ 議案第２７号 統合保育所整備事業造成工事に関する変更契約の締結について

日程第２８ 発議案第１号 外交努力により中東地域の早期事態収拾を求める意見書

日程第２９ 委員会の閉会中の継続調査の申し出について

出席議員（１４名）

１番 秋 田 佐紀子君 ２番 井 原 啓 明君

３番  田 光 雄君 ４番 加 藤 学君

５番 荊 尾 芳 之君 ６番 滝 山 克 己君

７番 米 澤 睦 雄君 ８番 長 束 博 信君

９番 白 川 立 真君 １０番 三 鴨 義 文君

１１番 仲 田 司 朗君 １２番 板 井 隆君

１３番 真 壁 容 子君 １４番 景 山 浩君
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欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 田 子 勝 利君 書記 舩 原 美 香君

書記 荊 尾 雅 之君

書記 赤 井 沙 樹君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 宮 永 二 郎君

教育長 二 宮 伸 司君 病院事業管理者 足 立 正 久君

総務課長 田 村 誠君 総務課課長補佐 石 谷 麻衣子君

未来を創る課長 松 原 誠君 デジタル推進課長 橋 田 和 美君

税務課長 三 輪 祐 子君 町民生活課長 渡 邉 悦 朗君

子育て支援課長 芝 田 卓 巳君 教育次長 岩 田 典 弘君

総務・学校教育課長 河 上 英 仁君 人権・社会教育課長 畑 岡 宏 隆君

病院事務部長 吾 郷 あきこ君 福祉政策課長 加 納 諭 史君

福祉事務所長 前 田 かおり君 建設課長 岩 田 政 幸君

産業課長 亀 尾 憲 司君

午前９時００分開議

○議長（景山 浩君） 定刻になりましたので、会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１３人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、本日の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。
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４番、加藤学君、５番、荊尾芳之君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第３ 議案第４号

○議長（景山 浩君） 日程第３、議案第４号、令和７年度南部町一般会計補正予算（第８号）

を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 報告いたします。９日から５日間にわたり予算の

審査を行いました。

議案第４号、令和７年度南部町一般会計補正予算（第８号）を審査いたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第４号、令和７年度南部町一般会計補正予算（第８号）を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第４ 議案第５号

○議長（景山 浩君） 日程第４、議案第５号、令和７年度南部町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第４号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。
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予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第５号、令和７年度南部町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第４号）について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第５号、令和７年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を採

決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第５ 議案第６号

○議長（景山 浩君） 日程第５、議案第６号、令和７年度南部町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第６号、令和７年度南部町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第６号、令和７年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を採決
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いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第６ 議案第７号

○議長（景山 浩君） 日程第６、議案第７号、令和７年度南部町太陽光発電事業特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第７号、令和７年度南部町太陽光発電事業特

別会計補正予算（第２号）について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第７号、令和７年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）を採決

いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第７ 議案第８号

○議長（景山 浩君） 日程第７、議案第８号、南部町督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。
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予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第８号、南部町督促手数料の廃止に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第８号、南部町督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第９号

○議長（景山 浩君） 日程第８、議案第９号、南部町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第９号、南部町乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定について審査をいたしました。

この議案については、今の町の現状を背景にニーズを捉えたものなのかという点で可否が分か

れました。

審査の結果、賛成多数で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。
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１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 議案第９号の南部町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について、反対いたします。

この制度は、誰でも通園制度というふうに言われていますが、親の就労状況に関係なくゼロ歳

６か月から３歳未満の未就園児が月１０時間まで保育施設を利用できるという新しい制度です。

今回、関連して２つの議案が上がっているんですけども、この制度は要は市町村が認可すればで

きるという内容で義務づけられたものだから、どこの自治体もこの条例を持たないといけなくな

ったというのが背景にあると思います。場所についてはいろいろ掲げられていますが、適切にそ

れができるとこだったら類型は問わないよと、こういうことになっています。

この制度は、２歳以下の子供たちを社会的保育の必要の場を広く認められるようにしていくと

いう点では一歩前進があったのかもしれませんが、内容はいつでも誰でも月１０時間、どこでも

預かる制度よということで都市部なんかは市場原理にさらされていってるのが現状だというふう

に言えます。

それで、この制度で改めて読んで思いますのは、乳児等通園支援事業って書いてあるんですけ

ども、この条例のどこにも保育という言葉が出てこないんですよね。それで変だなと思って調べ

てみましたら、明らかに国は分けていると。自治体が本来責任を持つという保育事業ですよね、

保育事業であればいわゆる公立であろうと民間であろうと市町村が責任を持つんですけれども、

これは明確に分けられた通園支援事業だという点では、この責任の所在が非常に曖昧になるなと。

例えば、南部町の場合はこの条例というかこれについて、すみれこども園で預かるということ

を町としては決めたいと言ってます。すみれこども園は町立ですけども、仮に民間になった場合、

民間と契約した場合には一切自治体が責任持つことはないという制度だと。通園制度、あたかも

保育園の一事業のように思うけれども、そういう内容だということです。

これはあらゆるところから、特に保育団体等からは批判されておりまして、その批判の３点を

上げますと、人手不足の現場が混乱する、事故のリスクが高くなる、これはもっともだと思いま

すね。こんなことする必要があるのであれば、まず待遇改善をして保育士を増やすことに力を費

やしてほしいと。２つ目の問題は、実態は一時預かりで、異なる施設を転々と行く児童ができる

可能性がある。３つ目には、制度の複雑さで、１週間前にしろといっても、よう見てたら予約す

れば１日前でも制度が整えばできるっていう制度あるわけですよね。

だから、便利だとはいうけれども、子供の本当に健やかな成長を考えた場合、それが適切な事

業とは言えないと、こういうふうに考えます。その立場から反対をいたします。
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○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１番、秋田佐紀子君。

○議員（１番 秋田佐紀子君） １番、秋田佐紀子です。議案第９号、南部町乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、賛成の立場から意見を申し上げます。

本条例は、保育園に通っていない乳児等でも一定時間保育施設を利用できる仕組みで、こども

誰でも通園制度と言われるものです。子育て家庭の孤立が社会課題となっている中で、子供同士

の関わりの機会を広げるとともに、保護者が相談や支援につながる場をつくることを目的とした

制度であります。この制度は、国が先行してモデル事業を実施し、その成果を踏まえて制度化さ

れたものです。子供の成長の機会を広げるとともに、保護者の子育て不安の軽減にもつながるな

ど、一定の効果が確認されております。

現在、少子化が進む中で、子育て家庭を地域全体で支えていく取組はこれまで以上に重要とな

っています。一方で、この制度に対しては、保育士不足や保育現場への負担増加を心配する声が

あることも十分理解しております。日々子供たちの命と安全を守りながら保育に当たっておられ

る保育士の皆様には、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。だからこそ、この制度の運

営に当たっては保育現場の実情を十分踏まえ、保育士の皆様の負担にも十分配慮しながら無理の

ない形で進めていくことが重要であります。

子供たちは地域の未来です。地域全体で子供たちを支え、安心して子育てができる町をつくっ

ていくことを願い、本条例に賛成するものであります。

以上の理由から、議案第９号、南部町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について、賛成いたします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第９号、南部町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定についてを採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第９ 議案第１０号

○議長（景山 浩君） 日程第９、議案第１０号、南部町特定乳児等通園支援事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
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予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１０号、南部町特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定める条例の制定について審査をいたしました。

この議案についてもさきの９号議案同様、ニーズ、つまり住民の必要性があるのかという点で

可否が分かれました。

審査の結果、賛成多数で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 議案第１０号、南部町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について、反対いたします。

これは先ほどの９号で整備と運営を決めて、特定乳児等通園支援事業をするという運営に関す

る基準を定める条例ということになっています。先ほどのお話の続きですけれども、この制度を

導入するに当たって先ほど出ておりました、自治体では１００を超える全国の自治体でこの試行

に当たってきたわけですよね。それで先ほどお話しされたように一定の効果が出ているというこ

とで、全自治体の実施に踏み切ったということが背景にあります。この試行された段階っていう

の、非常に大事なことでして、そこで様々な意見が出ているわけです。

まず最初、子供のほうからいきますと、子供がゼロ歳後半から預かるということになれば、人

見知り、８か月不安の時期で、子供の孤立とか親の孤立を防ぐというんだけども、とてもじゃな

いけれども初めての出会いをする保育士と子供でゼロ歳後半から預かっても、泣きじゃくって泣

きじゃくって、３人まで見れるという基準ですけども、とても見れない。ということは、この制

度の範囲内で保育士、定められた人数で見ることが難しいという意見が出ていて、保育士等は初

めての子供は泣きっ放しで保育士がかかり切りになれば、ほかの子供が見られず保育の質が担保

できない、こういう意見が上がっていた。

保育士たちはどう言ってるかというと、１歳、２歳までの、保育者との信頼関係をつくるまで

が本当に大変なんだと、そういう意味では継続で安定した関係が必要だと。その中で出たのが、

この検討会でも一般の保育園等に比べてこの通園制度で当たった保育士が一様に緊張、ストレス
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の度合いが多いと、８割以上が出ているという報告があります。

これを見たときに、先ほどの賛成討論の中で言ってくださったように、まずすべきことは、仮

にこれをするとしても今の基準ではなく、もっと潤沢な保育士の投入がなければなかなか難しい。

従来の保育園と比べて初対面の保育士と子供、まして６か月で人見知りの激しいようなことにつ

いては本当に大変だという点です。ここで話し合えたのが、保育中の重大事故というのがこの間、

２００４年から２０２２年の間として１８年間で保育施設で保育事故が２２８人がいわゆる保育

施設の保育事故で亡くなっている。そのうちいわゆる１歳までの子供が８割ですよね。その３０

％っていうのは、預け始めの１週間、１か月以内に５０％が起こっていると考えれば、どんなに

初期の段階が大事かっていうことを言ってるわけです。そこで１０時間の小刻み、ましてどこに

でも連れていくとなったときに、継続考えられない場合のこのリスクが多いということがこの中

でも出されたと言われています。

国の義務やからつくらざるを得ないということだと思いますが、少なくとも南部町では公立を

維持することと、仮に民間した場合、町の責任がなくなるので、町とすればそれをやめるべきだ

ということを指摘しておきたいし、そういう意味でいえば、保育に責任を持つ町とすればこうい

うやり方ではなく、もっともっと公定価格を増やして保育士の充実をして仮に仕事をしていなく

っても子供が預けられるこども園ができているんだから、そこへの支援を増やせということが自

治体の仕事ではないかと。

ちなみに、一言付け加えておりますが、この誰でも通園制度の費用は国保等にかかってくる子

ども・子育て支援制度のお金を使ってやると言っています。それも矛盾をはらんでいるというこ

とを指摘して、反対をいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１番、秋田佐紀子君。

○議員（１番 秋田佐紀子君） １番、秋田佐紀子です。議案第１０号、南部町特定乳児等通園支

援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、賛成の立場から意見を申し上げます。

本条例は、子ども・子育て支援法の改正により創設された乳児等通園支援制度、こども誰でも

通園制度の運営者に対する基準を定めたものです。この制度は、国のモデル事業、乳児等通園支

援事業、特定乳児等通園支援事業の成果を踏まえてつくられました。モデル事業では、保護者の

支援、子供にとっての安全で安心な育ちの場の提供という効果が確認されています。

一方で、運営方法や対象児の範囲、保育士配置や安全管理などは自治体ごとに差がありました。

そこで、条例によって運営の責任やルールを明確にし、安全・安心な環境を保障することが必要
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となりました。本条例があれば保護者は安心して子供を預けられ、子供たちは同年代の子供と触

れ合う機会を得ることができます。また、地域全体で子育てを支える仕組みを安定的に運営する

ことも可能となります。

以上の理由から、議案第１０号、南部町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について、賛成いたします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１０号、南部町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定についてを採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１０ 議案第１１号

○議長（景山 浩君） 日程第１０、議案第１１号、南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１１号、南部町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１１号、南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され
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ました。

・ ・

日程第１１ 議案第１２号

○議長（景山 浩君） 日程第１１、議案第１２号、南部町職員の給与に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１２号、南部町職員の給与に関する条例の

一部改正について審査を行いました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１２号、南部町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたしま

す。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１２ 議案第１３号

○議長（景山 浩君） 日程第１２、議案第１３号、南部町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１３号、南部町特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の一部改正について審査をいたしました。

現在、このような物価高騰の中で、特別職の職員の期末手当の率を引き上げることについて妥
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当かどうか、可否が分かれました。

審査の結果、賛成多数で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、加藤学君。

○議員（４番 加藤 学君） ４番、加藤学です。議案第１３号、南部町特別職の職員で常勤の

ものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について、反対の立場から意見を言わせていただき

ます。

先ほど委員長のほうから発言がありましたとおり、反対の理由としては、現実的な物価高騰の

折、高給取りの方のボーナスを上げる必要があるのか、これがいささか町民の人の理解を得られ

るのか。以上が反対の理由です。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

３番、田光雄君。

○議員（３番 田 光雄君） ３番、田光雄です。議案第１３号、南部町特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については、賛成の立場で討論させていただきま

す。

これは１００分の１７２．５を１００分の１７５に変更するものです。特別職にかかわらず、

一般職員等の給料なども人事院勧告によって定められています。人事院の給与勧告は、労働基本

権制約の代償措置として職員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給料を確保する機能を有す

るもので、常勤の民間企業従業員の給料水準と均衡させることを基本に勧告を行っておられます。

社会情勢などで変動はありますが、決定されたものを遵守してきた経緯も今まであります。よっ

て、今回変更されたものも反対するものではないと考えますので、議案第１３号、南部町特別職

の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については賛成いたします。以上で

す。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１３号、南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正についてを採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１３ 議案第１４号

○議長（景山 浩君） 日程第１３、議案第１４号、南部町立病院職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１４号、南部町立病院職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部改正について審査を行いました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１４号、南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に

ついてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１４ 議案第１５号

○議長（景山 浩君） 日程第１４、議案第１５号、令和８年度南部町一般会計予算を議題とい

たします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１５号、令和８年度南部町一般会計予算に

ついて審査を行いました。
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特に地方創生関連の予算が一般財源に寄りかかっていることで、住民の声やニーズを捉えたも

のになっているのかという点で可否が分かれました。

審査の結果、賛成多数で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、加藤学君。

○議員（４番 加藤 学君） ４番、加藤学です。議案第１５号、令和８年度南部町一般会計予

算、反対の立場から意見を述べさせていただきます。毎回言っておりますけれども、全ての事業

に反対するわけではありませんが、一部事業で反対したいものがありますので、最終的には反対

の意見を述べさせていただいております。

まず、今回の会計全体の予算ですけれども、昨年よりも減っているけれども、保育園の予算を

へずった場合は全体的に１０％伸びているっていう、そういう説明が町のほうからあったんです

けれども、これ新規事業を除いた場合、トータル的には既存にあった事業が結局減らされてるん

ではないかというふうに私は思っております。

それと、今回えんがーのの改修の予算が出されております。えんがーのの改修に関しては私も

直販の会員になっておりますので、えんがーのの改修に関してはそもそも直販の部分を改修する

んだっていうのが発端だったはずですけれども、今回この改修に関して直販の部分の改修が何ら

含まれておりません。この点、私のほうは今回の改修に関してはちょっと問題があるなというふ

うに思っております。

それと、今回子供の居場所について天萬庁舎の３階を改修するという案が出ております。私は

改修に関しては賛成の立場ではありますけれども、今回改修の内容を見た場合、あまりにもちょ

っと足りないのではないかというふうに思っております。ただ今回この説明に関して、３階を改

修するだけでは終わらない、これから先も続けるというふうな説明があったことにより、これは

それでもいいのかなというふうに思っております。

それと、今回学童のトイレを和式から洋式に直すという事業が出ております。これ学童のほう

からの多分出ていたやつがようやく実ったんじゃないかなと思っております。ただ、学童のほう

からは普通の洋式ではなく、子供さん用の洋式にはならないかっていう、たしかそういう意見が

出てたと思います。ただ、子供用の洋式トイレにする場合割高になるのでっていう説明が以前あ
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ったかと思います。ただ最近インターネットで調べた場合、普通の洋式トイレの上に普通の便座

を載っけた場合、子供用の洋式になるっていう、これは結構単価でインターネットで調べたら分

かると思いますけれども、何千円かの予算でできるようになっております。今回事業説明のとき、

私これ言いそびれたので、今言わせていただきます。

以上の理由から、反対の意見とさせていただきます。賛成の部分が多かったかなというのは、

これは……。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

８番、長束博信君。

○議員（８番 長束 博信君） ８番、長束です。議案第１５号、令和８年度南部町一般会計予算

について、賛成の立場で討論をさせていただきます。

一般会計当初予算は８０億３，６００万円で、昨年の当初予算に対して１２億９００万円、１

３．１％減の大きな減額になっております。これは先ほども話がありました統合保育園の大型工

事契約金の減少によるところが一番大きいことによるものと思っております。

歳入面で、町税は１．８％の伸びですが、地方交付税１％減、地方譲与税２．９％減、国庫支

出金６．８％減などの見込みとなっており、大変厳しい状況にあります。

新年度の事業の中身についてですけれど、何よりも統合保育園の秋開園に向けて備品購入費を

計上し、最後の総仕上げを行うことであります。当初令和６年度に開園する計画でありましたけ

れども、２年遅れでのようやくの開園となりますが、浸水による危険な場所での保育環境や老朽

化した園舎が払拭され、安心・安全な豊かな自然環境のよい園舎ができることは、保護者の皆さ

んや地域の皆さんが待ち望んでいたところであり、これを造り上げ未来につなげていくことはと

ても大切なことだと考えております。

次に、耳の聞こえない方やうまく話せない、聞き取れない方、あるいは外国の方にも会話が通

じるように、役場庁舎の窓口文字表示システム事業、この導入があります。画期的で今もお困り

の方にとっては大変意義ある取組で、効果を期待したいものと思ってます。この事業は町民にと

って優しい配慮ではないかなというふうに考えております。

次に、先ほどもありました子供の居場所づくりでございます。議員側から要求出されていまし

たけれども、新しく建屋を造ることなく、これに応える形で天萬庁舎内に少ない予算ですが居場

所をつくることになり、一定の評価をしております。子供たちが健やかに過ごせることを期待す

るものであります。

次に、６次産業化支援事業です。南部町に根づいたジェラート企業がこの事業を拡大すること
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への支援ですけれど、一体的なフルーツロード構想の延長線上にあり、さらなるにぎわいの創出、

関係人口創出につながっていくんではないか。町にとっても楽しみなものになるのではないかと

期待してるところであります。

もう一つ、地域クラブ支援事業では今年から中学校の部活動が地域クラブに移行となりますが、

その手当てとしてしっかり支援できる体制を整えたことであります。地域移行になって部活が不

安定な状態では子供たちが十分な活動ができません。支援が十分とは言えないかもしれませんが、

まずは安心して部活ができるように体制をつくることは大変意義あるものと考えております。

次に、細かいことですけれど、昨年えぷろんで作業をするのに夏に暑くて大変ですということ

で、エアコン設置の要求の話がありました。が、しかし、設置もなかったので作業されている方

が倒れてしまう、こういう事態が発生してしまいました。命と安全はとても大切なことです。や

っと新年度の予算にエアコンの設置費用が計上されましたので、予算が可決、承認となれば早急

に設置願いたいと思います。

次に、私が重視しております人権が大黒柱の町関連の予算でありますが、減額とせずに従来ど

おりの予算規模となっておりまして、一安心しております。

本来ならば増額を望む事業もありましたけれども、先ほどの歳入減もありまして予算にも限り

があり、了としたところであります。

様々な事業があり話せば長くなりますので、ここでやめますけれども、町長の新年度の予算提

案理由で力強い所信説明が述べられましたが、各事業の内容ではその力強さがいま少し不足して

るかなというようにも思え、特色が薄いのではないかなと感じました。しかし、予算が縮小規模

の少ない中では致し方のないことかとも思います。各事業の中身では小さいことでも、中身の精

査で僅かな減額や見直しをしている跡が随所に見られました。苦心していることがうかがえまし

た。若干不満の残る部分はありますが、全体的にバランスを考え作成された当初予算と受け止め

ました。今後とも力を入れなければいけない事業が出てくると思いますが、総合的に判断し、議

案第１５号、令和８年度南部町一般会計予算に賛成するものであります。以上です。

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午前９時４４分休憩

午前９時４６分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

４番、加藤学君。
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○議員（４番 加藤 学君） ４番、加藤学です。先ほど私の反対討論の中で、数字を「１０

％」というふうに発言しておりましたが、「１％」の間違いでした。以上、訂正をお願いいたし

ます。

○議長（景山 浩君） ほかに討論はありませんか。

次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 今、議題となっております議案第１５号の南部町一般会計、令和

８年度の予算に反対をいたします。

全体の予算規模については先ほど賛成討論の中で述べられていましたので、省略いたします。

反対する理由です。まず１番、公私連携型保育園運営支援事業で、今回指定管理の保育園から令

和８年の１１月から５か月分、公私連携に変わるということでその予算が８，５４５万６，００

０円。それに関連して公私連携協定の保育園に備品等として２，０００万以上のお金が出されて

るというのが今回の予算です。

今回この保育園の運営支援事業の８，５４５万６，０００円で、このうち一般財源が３，３６

９万で、そのうち町が何の補助もなく町独自で負担して１００％町が負担するというのが３，３

６９万のうち約半分ちょっとの１，３６７万５，０００円で、これを見て私たちに出された説明

資料ではシミュレーションとして１年間いわゆる指定管理から公私連携に変わった場合、どれぐ

らいの予算の中での差が出てくるかと、こういう資料もついておりました。それによると、１年

間で約７２９万７，０００円の減額という内容でした。恐らく令和９年度からは町の保育園事業、

それから小規模はなくなるとしても事業内保育所はあると思うんですけども、それ同時に何のか

んのいいながら公私連携保育園運営支援事業というのはずっと項目として続いて、ここで公費、

いわゆる公定価格を入れて、県もする、一緒にする補助事業も入れて町の単独の補助も入れてこ

れまでと変わらない１億八千、九千万円のお金が出ていくということに変わりはないと、差が出

るのは７２９万だよと言ってるという内容だというふうに委員会等でも読み取ってきたところで

す。

今まで公私連携にしていく、民間移管にする方法として、中身が明確になる。最初財政的にメ

リットがある、運営のメリットって言ったんですけども、それなかなか通用しなくなる財政的に

メリットが一番だと、明白になると言ったんですよね。今まで財源的にメリットがあるといって

も７２９万、このほとんどは、ほとんどというか、人件費が減りますよね。減ると運営費の２園

が１園になったので、光熱水費が下がる、本当は下がるかどうかあの大きな建物見とったら分か
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りませんが、そういう内容です。一般財源の比較で行っているんですけども、一般財源の比較で

は１億何ぼ出とったのが三千何ぼで済むんだというふうなやり方をしているんですね。

本来自治体が考えないといけないのは、一般財源の比較でいえば地方交付税の基準財政需要額

はどうなるか。町長がよくおっしゃる一般財源で自由に使えるお金は少ないんだというんですけ

ども、地方交付税っていうのはそういう意味では基準財政需要額で測りますけども、自由な自主

財源だと言われてるわけですよね。その自主財源が明らかに民間になることによって減っていく。

ここについての考慮が全然なされていないということは、私は正確に自治体の財政を見る上でや

はり少し観点がずれているのかなと思っているところです。令和９年度がどれぐらい地方交付税

に影響するかということを見ないと分からないと思うんですけれども、そういう本来であれば地

方自治体の運営は、なるたけ基準財政需要額取れるものから取っていくというのが本来の大変な

中での地方自治体の仕事ではないかというふうに思った点からも、この公私連携の在り方はどっ

ちにせよお金出していくんですから、一般財源を。本当にこの選択が財政面から見てもふさわし

いのかなという予算だと言わなければいけないし、この７２９万をしみじみと見て、財政的に明

らかにすることによりこれぐらいの減額で大事な公立保育園を廃止して民間にする大義はどこに

あるのかと改めて痛感したということです。

２つ目の問題は、デジ田の交付金がだんだん減らされてきてて、令和８年度にはデジ田という

名前ではなくって地域未来交付金でしたよね、２３１万８，０００円でこれが先ほど長束議員が

言っておられた窓口での文字を表せるっていう、そういうのにできたということだと思うんです。

２つ目にこのデジ田の交付金が終わった段階で、地方創生に取り組んできた南部町の方向がどう

であったのかという一定の分析と総括が必要ではないかという点です。御存じのように、地方創

生と騒いだんだけれども、出発して早々から東京の一極集中はこの地方創生の取組ではできない

ということが分かってきて、総務省もこれではいけなかったと言っている内容です。

人口がこれから３０年以上も増えるという予想ができない段階で、このデジ田に一極集中がと

どまらないこの地方創生のお金を使って、国のメニューの範囲の中での取組が本当に南部町にと

ってよかったのか、どれぐらいの成果があったのかということをしなければ、今年度の予算はデ

ジ田の交付金が全くなくなった段階でこれまでと同じように続けとったら、丸々一般財源を使っ

ていくということになってしまう。これでは住民の暮らしに使うお金に影響があるということも

明らかではないでしょうか。

ここの取組を変えていくという大きな観点は、地方創生で国の姿勢に乗るのではなく、地域の

ことを考えたら都会ではやりたくてもできない第一次産業の基盤があるところでの、大変だけれ

－２１－



どもこの取組で産業と人口をとどめる工夫をしていくこと。それともう一つには、町長もいろん

なところに出ておられると思うんですけども、これからの課題は何かっていえば、やはり自然を

取り入れた環境対策で地方自治体が産業を興して人口を増やしていくと、増えやしませんね、仕

事をつくっていくと、こういうところにシフトを変えていかなければならない時期に来ているの

ではないかというふうに考えるわけです。

そういう点から見たら、今回のデジ田交付金、これまで令和７年度についていえば３，２５０

万円、大したことではないといいますが、この倍のお金がこの仕事に使われたわけです。それを

考えれば、早々にこれまで取り組んできたまちづくり対策、ＪＯＣＡへの事業、それから生涯活

躍は、これは去年もデジタル田園出ていないんですけども、この地方創生取り組んできた事業の

見直しということ、早急に行うべきだということを指摘しておきたいと思います。

３点目には、地域振興協議会に、これまとめて９，６８５万３，０００円の金額です。これに

ついては私たちに出された説明資料の中でも、集落支援員１４名の方々の特別交付税を人件費以

外にもここに充てているということで、町とすれば地域振興協議会のお金はあるけれども集落支

援員で特交で来ているから財政的な負担はそうないんだと、こういうふうにいうことを言いたい

んだと思うんですよ。これがそういう意味でいえば私は集落支援員のこの特交の交付税がこうい

う形で本当に有効に使われているのか、このことも検討していかなければいけないと思うし、本

来、今、検討の課題だと思うんですけども、住民は地域振興協議会や町に何を望んでいるのか、

ここでのずれが若干出てきているというのがここ十数年間の取組の中で明らかになってきた、今

取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、私はこの地域振興協議会の全体の９，６８５万

３，０００円のお金の使い方もいわゆるこれからの検討の課題に上げて、本来の在り方について

やるべきだと、要はこのお金見直すべきだと言っておりますということです。

それで、いろいろ言いましたが、どういうことにお金使っていってほしいか。まず、暮らしや

教育や購入事業では、学校給食では今回小学校の学校給食の無償化で２，９５４万６，０００円

が国から入ってきています。この時期に例えばお隣の日南町でしたか、中学校の学校給食の実現

にも踏み切ったわけなんですよ。南部町でいえば今中学校の負担金が令和８年度で２，７６９万

８，０００円、このお金が一般財源から出たら中学校の給食は実現できるわけです。町長は本来、

国の仕事だというんですけれども、この学校給食の事業というのは町がやっております。

本来、国の仕事でなくっても町独自でできることもいっぱいあるはずですし、私は何よりも事

務的な手続から考えて、小学校の無償化にするのであれば中学校の無償化したことのほうが教育

委員会等での学校給食費の事務の負担軽減ということを考えましても一番合理的な選択方法だと
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思うのに、今回３，０００万等を投入して中学校の学校給食しなかったということが非常に残念

だということを指摘しておきたいと思います。

それと、もう一つ増やしてほしいというところは、南部町生活道路改善支援事業、これ建設課

の中にあるんですけども、町道も含めて私が言ってるのは全体何千万の金額あるんですけれども、

ごめんなさい、改善支援事業は町道も含めて３００万円あります。中を見たら変わってきました。

ほとんどが町道のり面伐採の費用です。何を求めてるかというと、住民はこういうことを求めて

いるわけです。

次に、道路維持事業、これも建設課の事業ですけども、除草を含めて多くの除雪費用で６，０

００万近くのお金がここで出されている。住民はここに７００万とか１，０００万のお金をつけ

て一回やってみてほしいって言ってるんです。何回も繰り返しています。今、高齢化が進んでき

て集落の維持もできていないというのが現状です。私はこのようなことに応えていくことが地域

振興協議会が使っているお金も使ってできることではないかと。そういう意味では組替えでもし

てこの事業をやるべきではないかというふうに考えます。

それと最後には、やはり今、労働者の賃金を上げよということで言っています。何よりも格差

をつくってはいけない、公務現場での職員の格差是正にはこれは真剣に取り組む、一義的には国

の仕事ですが、今年度会計年度任用職員の件。一般１２８人に対して１０億近くのお金。会計年

度任用職員は短い方もいらっしゃいますが一概には言えませんが、１９４人で５億９，６４９万

円。フルタイムで見たときの仕事というのは時間的には変わらないわけです。これはこの是正を

求めていくという点をしていかなければいけないと思います。

できることは、町で、図書館の司書、保育士等の採用を広げることではないでしょうか。この

こと自体が雇用の確保につながることと待遇改善につながるし、ひいては地域の循環にも貢献で

きるという広い立場から見てもそれが求められていると考えます。全体的に公私連携の保育園の

見直し、デジ田でのお金の使い方を改めて暮らしや教育を守るほうに使っていただきたい。

今回、物価高騰で非常にみんな困っています。今、イランの問題があってガソリンの話題が日

常茶飯事。鳥取県西部よりも安来行ったほうが何円安いとか、そういうことが日常茶飯事になっ

ているわけです。切っても切れない国政課題。国際課題と住民の暮らしの結びつきっていうのは

こういうところに出てくるんだなと思って痛感しています。このときに行政は何をするか。環境

問題も考えて暮らしを考えた場合、何らかの支援策を取らないといけないと思います。

環境問題も考えて、例えばこの夏暑くなってきます。改善されることはないと思います。町は

住民にエアコン等冷房装置、そういうところに住んでくださいと言いますが、それが設置できな
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い人たちはどうするのか。そういうことを考えた場合、私はエアコン設置等への支援等を考える

べきだと。補正予算でもいいからそれを出してきて今回の物価高騰対策と住民の安全対策を図る

べきだということを指摘して、反対をいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１０番、三鴨義文君。

○議員（１０番 三鴨 義文君） １０番、三鴨でございます。議案第１５号、令和８年度南部町一

般会計予算について、賛成いたします。

個別事業につきましては、先ほどから賛成、反対それぞれの議員の方から出ましたので聞き取

りもいたしましたので、個別の案件は除きまして、全体として町長の施政方針でもありましたけ

れども、一つには子育て、教育施設の充実、２つ目には地域経済・産業振興、３つ目には防災・

減災、生活基盤の整備、デジタル化などなど施政方針に掲げられたものがしっかり反映されてお

ります。限られた財源の中で事業の効果検証を徹底され、より効率的な行政運営を期待いたしま

して、簡単ですが令和８年度南部町一般会計予算は賛成いたします。以上です。

○議長（景山 浩君） ほかに発言を求められる方は。

次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１２番、板井隆君。

○議員（１２番 板井 隆君） １２番、板井です。三鴨議員と一緒の賛成討論になりますけど、

お許し願って一言私も討論をさせてください。

予算の内訳については、先ほど副議長のほうから話があったとおりだというふうに思っており

ます。

私のほうからは、８年度の重点施策でなんぶ創生２．０戦略について、行政だけではなく将来

の南部町の姿を町民力で創生し、安心・安全で持続可能な南部町を若者から高齢者までの世代が

支え合いながら自分らしく人生が謳歌できる社会を目指すとあります。住民主体による地域自治

の実践をしてきました地域振興協議会、地域再生推進法人、また西伯病院をはじめとする医療福

祉環境などの地方創生を実行に移すための土台というものがあり、支援や主体として対応してい

ただいております。

地域振興協議会は地域の様々な課題解決に向けて深化をし続け、地域再生法人なんぶ里山デザ

イン機構は移住の応援・支援、また新しい事業として空き家を宅地化し空き家バンクに登録。新

居を持ちたい方を募集をするという事業が新しく始まります。また、ＪＯＣＡ南部は地域住民老

若男女が障がいのある方や外国人が一緒になったごちゃまぜで南部町の暮らしやすさを提供して
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いただいています。さらに、スポｎｅｔなんぶは町民へスポーツを通じた体や心の健康増進や、

今年度は新たに中学校の部活動の地域スポーツクラブへの移行に対応していただくようになって

います。

それぞれの団体は南部町の地方創生に大きく貢献していただいております。未来の南部町にふ

さわしい仕組み、町長の所信にもありました守るべき暮らしを守り、攻めるべき未来へ投資をす

る、そういった予算がこの中に含まれていると思っております。

私は、今でさえよければいいではなく、私たち大人が少しでも我慢をし、今の子供たちや若者

が将来にわたって誇りを持って安心して住み続けることができるまちづくりの推進に欠かすこと

のできない本年度予算だと思っております。

最後に、職員の皆さんに、事業の推進に当たり誹謗中傷的な話もあるかもしれませんが、謙虚

に受け止め臆することなく町民のための鋭意邁進していただくことをお願いし、私の賛成討論と

いたします。以上です。

○議長（景山 浩君） ほかに討論はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１５号、令和８年度南部町一般会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１５ 議案第１６号

○議長（景山 浩君） 日程第１５、議案第１６号、令和８年度南部町国民健康保険事業特別会

計予算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１６号、令和８年度南部町国民健康保険事

業特別会計予算を審査いたしました。

まず、国保税の在り方や子ども・子育て支援金制度の在り方などで可否が分かれました。

審査の結果、賛成多数で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた
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しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 議案第１６号の令和８年度国保事業特別会計に反対をいたします。

この中身は、予算が１２億４，３００万円、前年比約１億６，２６０万。県が一本なったので、

そのうち町が集める保険税は１億９，１８７万４，０００円、前年比約７００万ぐらい増えてる

わけですね。その中でどういう仕事をしてるかというと、保険給付費は９億３，１２７万８，０

００円。これが１億５，０００万ぐらい減ってきているから予算も減ってきたんだと思います。

こういう予算になっています。来た分の１億幾らの、約２億円の保険税に対してあとを入れて県

に納付金として２億５，７６８万円を払っているよという姿勢で、県に一本化になってから審査

する内容が非常に見えにくくなってきているなというのが実情だというふうに思います。

反対の１番は、この国保そのものがもう制度的にも持ちこたえられないのではないかっていう

ことが国段階で言われています。都道府県の知事会に約束した１兆円も入れない段階で国保特別

会計が非常に苦しいというのがどこでも現状だと思います。その苦しさがなぜ苦しいかというと、

市町村が苦しいだけではなくその払っている方々が苦しいということです。苦しくて税の中でも

一番滞納の多い税の種類になってきているという内容です。そういう意味では国が負担する金額

を従来の半分に戻して税金を安くしていくということを町長も言ってくださってると思いますが、

制度そのものを変えなければ根本的に高くてえらいということには変わらないと思います。

その上で２つ目には、国保の税を集める、この制度も変えていくべきではないか。もう世帯別

というのは通用しなくなってるのではないか、世帯別ですね。それから、人頭といっていますが、

人数別にしたら赤ちゃんも含めて国保税の対象になってくると。減免をせざるを得ないというの

は、もうお金を生み出していない人からも取る税金なっているから国は減免せざるを得ないと思

うんですけども、非常に取り立てる、厳しい取り立てする取組をする中で、これは大変だからと

いって減免制度をする。それを実施しようとする市町村はたまったものではないというのがこの

内容ではないでしょうか。

今回特に反対するのは、この中に子ども・子育て支援納付金として県に払っていく納付金の中

に５７６万６，０００円が町民から集めて払っていくと。これはきっと賛成する方々は、国が説

明しているように実際に負担するけれども負担増にはならないのだと言っていますが、予算で見

る限りも住民への負担は出てきているのではないでしょうか。特に何回も言っておりますが、こ
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の国民健康保険というような保険の内容に、本来国の公費ですべき子ども・子育て支援金をやっ

てくるということは、こういうことは民主的な財政民主主義から見て許されることではないのだ

ということを本当に大きな世論にしていかなければ、何でもできるということになってくると思

います。

そういう意味では、町長にはそれを言っていただきたいし、町独自としてもこの厳しい暮らし

の中で、とりわけ国保に入ってる方というのは年金暮らしとかそんなに稼いでる方ではない方が

多いわけです。そういうことを考えた場合、国保税の引下げに全力を尽くすためにあらゆること

を通じて手段を講じるべきではないかということを指摘して反対をいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１１番、仲田司朗君。

○議員（１１番 仲田 司朗君） 議案第１６号、令和８年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

に賛成の立場で討論いたします。

先ほど真壁議員のほうからも話がございましたけれども、歳入歳出それぞれ１２億４，３００

万円と定められたものでございまして、昨年に比べて１億６，２６０万円、１１．５７％の減の

予算であります。

歳入歳出主なものを申し上げますと、歳入では国民健康保険税１億９，１８７万４，０００円、

前年に比べて７０３万１，０００円、３．８％の増。県支出金が９億６，３７８万円、前年に比

べて１億５，６９６万７，０００円、１４．０１％の減。歳出におきましては、保険給付費９億

３，１２７万８，０００円、前年に比べて１億５，６９９万３，０００円、１４．４３％減。国

民健康保険事業費納付金２億５，７６８万３，０００円、前年に比べて１７４万２，０００円、

０．７％減。この中に子ども・子育て支援納付金分として５７６万６，０００円で計上されてお

ります。

予算減の主な理由は、国保加入者の医療給付費が減少するものとなっております。また、令和

６年６月に成立しました子ども・子育て支援法等の一部改正する法律により、子ども・子育て支

援金制度がスタートしました。子育てに係る経済的支援の強化、全ての子供子育て世代を対象と

する支援の拡充、共働き等の推進に資する施策の実施に必要な措置を講ずることで子供子育て施

策の全体像と費用負担の見える化を進めるために子ども・子育て支援特別会計を創設して児童手

当等に充てるためにこの子ども・子育て支援金制度が創設されたものでございます。

令和８年度より加入していただいております医療保険の保険料に子ども・子育て支援金の保険

料が上乗せされます。これは国民健康保険だけでなく、ほかの公的医療保険、健康保険、共済組
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合、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険等に加入されている方も同様でございます。

国民健康保険の場合は従来の保険料が医療分、後期高齢者医療制度の支援金分、介護納付金分

に加えて子ども・子育て支援金の保険料の支払いをいただくものでございます。支援金は従来の

保険料と合算して支払っていただくものでございます。子ども・子育て支援金の保険料について

は以上のような理由で御理解いただきたいと思います。

また、この予算について、先ほども国保税が高いから減額をというような話もございましたけ

れども、これは安いにはこしたことはございません。安くするためにはその財源をどこから持っ

てくるかといういろいろ論議ありますが、保険料の負担減にするために基金の繰り出しを続けて

やがて基金が底をついたりしながら一般会計に助けを求めることがあるかもしれませんが、一応

国民健康保険制度は保険加入者みんなで所得に応じてお金を出し合って医療費の支払いを２割ま

たは３割にする助け合いの制度でございます。大病をして高額医療費のお世話になることがある

とよく分かります。

健全な国保財政のために、また保険料を抑えるために保険料の負担減を求めることも必要です

が、特定健診事業として病気の予防のための施策にもっと力を入れて医療費の削減に取り組んで

いく必要があると思います。成人病予防やがん検診等に力を入れて病気になりづらい健康づくり

に取り組んでいくことが必要であると私、思います。よって、議案第１６号、令和８年度南部町

国民健康保険事業特別会計予算については、賛成するものでございます。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１６号、令和８年度南部町国民健康保険事業特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

ここで休憩を入れたいと思います。再開はデジタルの時計で１０時４０分といたします。

午前１０時１８分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第１６ 議案第１７号

○議長（景山 浩君） 日程第１６、議案第１７号、令和８年度南部町後期高齢者医療特別会計
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予算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１７号、令和８年度南部町後期高齢者医療

特別会計予算について審査を行いました。

この議案についても、物価高騰や高齢者の暮らしを背景に子ども・子育て支援金の在り方等で

可否が分かれました。

審査の結果、賛成多数で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 議案第１７号の後期高齢者医療特別会計に反対します。

今回の予算は２億６，２７０万円、前年比に比べて３，７８０万円の増です。中を見ると、保

険料が１億８，４３３万２，０００円、３，２６８万７，０００円増です。後期高齢は広域連合

で、県で一本となっていますから、町の特別会計ではこのいわゆる集める税金の金額と広域連合

への分賦金約２億５，０１０万、これも前年比に比べて３，７６１万５，０００円増になってき

ています。こういうことしか会計の中には出てこないわけです。

後期高齢者の医療制度というのは御存じのように、国民、年齢で区切って高齢者は別枠の医療

保険にして、結局は差別というか、点数の低い医療押しつけてきていて、これまでに２００８年

から８回にわたって保険料が引き上げられてきてるんですよ。ということは、今回も前年比に比

べて町内の７５歳以上の高齢者から２億６，０００万というのは、２億６，０００万お金を集め

てるということですよね。前年に比べて３，７００万円も取っているわけですよ。でも、高齢者

の実感として年金も上がっていないわけですよ。この中で、そういう意味でいえば、国が決めて

地方が取っているいわゆるこれが権限ですよね。決めたら払わないといけない。いけなかったら

特徴されて、滞納させられて、絶対払わないといけないという数字です。そういうことを審査す

る私たち議会とすれば本当に妥当なのかどうかという責任もあると思うんです。

それに、この上にもう一つは、先ほど言った子ども・子育て支援の納付金もこの中に入ってい

るわけですよね、保険料の中に。全く公平、世代間の差で高齢者に負担をさせる、こういうふう
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に言っている政党もありますけれども、そういう意味でいえば税制度というのはあるべきところ

から取ることであって、高齢者とか年齢によって取り合いするようなもんではないということが、

これはもう国民の合意事項にしていかなければ、こういうやり方でしてたら高齢者は生活できな

くなるのではないかと。今、国会ではこのために、世代間のためにこの後期高齢だけで、後期高

齢者の医療費の自己負担は２割から３割にしようかって話もあるわけですよね。これがどうして

高齢者が住んでいけるのかということは、こういう高齢者が多い自治体こそ声を上げんといけん

ことではないかと思います。

それで、恐らく賛成討論してくる方には、お金はどっから持ってくるのかというので、保険料

負担というんですけども、私は子ども・子育て支援法を改正するときに、どうしてこういうふう

に医療費から取ることを考えないといけないんだろうって考えたとき、どっかで国会でなかった

かと思ったら、２０２４年にこの子ども・子育て支援法の改正案で審議する資料があったんです

ね。そこで、どうしてここに持っていくか、どうしてここで金を取らないといけないかというと

ころで政府が答えているのは、社会保障削減以外の歳出改革によって得られた財源は全て防衛費

に充てるって言ってるんですよ。こうなってきたら、地方自治体とすれば、国政問題で声を出す

なといいながら、確実に今の国政のお金の使い方が町民一人一人に影響してくるっていうことを

考えたら、地方自治体で働く職員も私たちも国や世界の動向を見ながらでないと国民の生活は守

れんなというのが痛感です。

そういう意味で考えたら、今、地方自治は声を上げれるし、議会でも独自で決めることができ

る。高齢者への負担はやめて、高齢者、今まで働いてるときは現役並みに所得税を払ってきてい

ます。そういうことを考えたら、差別するのではなく、しっかりと医療を受けれる体制に戻すこ

と、同時に子ども・子育て支援金等、後期高齢者で負担するようなやり方はやめろということを

しっかり言っていただいて、後期高齢者の保険料のこれ以上の引上げはやめてほしいし、引下げ

を求めるものです。

と同時に、これも分かるように、この会計では後期高齢者の７５歳の方々が南部町でどれだけ

の医療費を受けてるかというの、分からんわけです。この分からん仕組みが後期高齢です。これ

が分からなければ、恐らく資料が来ると思いますが、これまで国保を町村でやっててよかったの

は、医療、介護、それから予防ですよね、福祉、どうして医者にかからないために予防しないと

いけないかって傾向も、医療費を下げれるというところから循環してやるからこその、町でやる

意味があったのではなかったのかと思ったら、私はやっぱりこの広域化は問題だということも指

摘して、反対をいたします。
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○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１１番、仲田司朗君。

○議員（１１番 仲田 司朗君） １１番、仲田でございます。議案第１７号、令和８年度南部町後

期高齢者医療特別会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。

後期高齢者医療制度については、被保険者の増加や医療の高度化などにより医療費総額の増加

が続いており、被保険者数は２０２５年においていわゆる団塊の世代が全て後期高齢者となり、

２０３０年にピークを迎えると予想されております。

そのような中、持続可能な社会保障制度とするために、医療保険制度改革により出産育児一時

金の財源負担を含めた高齢者負担率の引上げが令和６年度から実施されております。さらに、一

昨年６月の少子化対策関連法の成立に子ども・子育て支援金制度が創設され、令和８年度から後

期高齢者医療保険の保険料に合わせ、支援金が徴収されることになりました。

後期高齢者医療特別会計予算は２億６，２７０万円で、昨年の当初予算に対し３，７８０万円

の１６．８％増、この会計は町が被保険者から徴収した保険料を運営主体である鳥取県後期高齢

者医療広域連合に負担金として８年度は２億５，０１０万３，０００円で、前年比より３，７６

１万５，０００円増を支出するものでございます。あわせて、低所得者世帯に属する被保険者の

軽減された保険料の市町村負担分、これを基盤安定負担金としてですが、５，３３５万円を支出

するものでございます。

この後期高齢者医療制度は、７５歳以上の人全員と一定の障がいがあると認定された６５歳以

上の人が加入する高齢者の医療保険制度でございます。病院や薬局等の医療機関にかかられたと

き、窓口で負担する一部負担金の割合は、所得区分により１割、２割、３割と３区分に分かれて

おります。高齢者が医療費が高額になった場合は、同じ月内で１か月の医療費の自己負担額を超

えた場合は、申請して認められると高額療養費として支給される高額療養費制度がございます。

また、世帯の所得に基づいて保険料の軽減措置があります。低所得者に対しては均等割が７割、

５割、２割の軽減制度がございます。高齢人口が増えると同時に医療給付費が増加します。そう

すると被保険者の医療保険料に跳ね返ってきます。そのため、広域連合負担金の支出が増えてき

ます。

国保会計でも被保険者の保険料を下げるべきとの話がありましたけれども、被保険者の増加や

１人当たりの医療費の伸びにより中長期的に医療給付費の増加が見込まれ、制度の安定かつ持続

的な後期高齢者医療制度を維持しながら運営確保の重要性が増しておると思います。広域連合に

できるだけ町村負担が増えないような制度設計をぜひ町長のほうからでも申し入れしていただき
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たいと思います。よって、議案第１７号、令和８年度南部町後期高齢者医療特別会計予算につい

ては、賛成するものでございます。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１７号、令和８年度南部町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１７ 議案第１８号

○議長（景山 浩君） 日程第１７、議案第１８号、令和８年度南部町墓苑事業特別会計予算を

議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１８号、令和８年度南部町墓苑事業特別会

計予算について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１８号、令和８年度南部町墓苑事業特別会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１８ 議案第１９号

○議長（景山 浩君） 日程第１８、議案第１９号、令和８年度南部町太陽光発電事業特別会計

予算を議題といたします。
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予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第１９号、令和８年度南部町太陽光発電事業

特別会計予算について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１９号、令和８年度南部町太陽光発電事業特別会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１９ 議案第２０号

○議長（景山 浩君） 日程第１９、議案第２０号、令和８年度南部町水道事業会計予算を議題

といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第２０号、令和８年度南部町水道事業会計予

算について審査をいたしました。

物価高騰を背景に公共料金の在り方、また主要管路の工事プランなどで可否が分かれました。

審査の結果、賛成多数で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、加藤学君。
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○議員（４番 加藤 学君） ４番、加藤学です。議案第２０号、令和８年度南部町水道事業会

計予算、反対の立場から意見を述べさせていただきます。

水道料金に関しましては公共料金であるので、物価高騰の折、値下げをするべきだという意見

をずっと述べさせていただいております。

今回はそれに加えて公共料金審議会が開催されます。公共料金審議会でどのような結論が出て

くるのかは分かりませんけれども、今回、水道料金の値上げを含まれるのではないかというふう

に危惧しております。

それと、主要管路の布設替えについての期間、これの計画がいまだに立っておりません。これ

に関しては現在行っている布設替えの部分が終わった時点で、それから考えるということでした

けれども、主要管路が壊れた場合、ニュースになるぐらい日本各地で現在起こっております。や

はり主要管路の布設替えの計画だけは立てなければならないと思っております。

以上のことから、反対の意見とさせていただきます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１０番、三鴨義文君。

○議員（１０番 三鴨 義文君） １０番、三鴨でございます。議案第２０号、令和８年度南部町水

道事業会計予算について、私は賛成の立場で討論いたします。

毎年、公共料金の値下げのことをおっしゃられますけれども、公共料金に一言でくくられると

ちょっと、都市部の公営企業と田舎の公営企業と条件的にかなり違いまして、潤沢な都市部の企

業会計と比較にならないほど地方の水道なり下水道会計なりはぎりぎりで運営しています。

各議員も説明のときに見られたと思いますが、水道事業の経常収支の比較という表を見させて

もらいますと、昨年、一昨年、今年度との３年間の推移を提示していただいておりますが、昨年、

一昨年は単年度収支が前々年度、６年度、１，７４６万１，０００円の決算になっています。昨

年、令和７年度では決算見込みですが１，４５６万６，０００円と、それぞれ減ってはきており

ますけれども、１，０００万以上の黒字で推移がなっています。ところが、今年度の８年度の単

年度収支を見ますと９６万５，０００円という見込みが、予算がされております。とても１００

万にも届かないだけのぎりぎりの予算が組まれているようでございます。こういった中で、黒字

が９６万５，０００円しかないという見込みの中で水道料金を値下げするということになれば赤

字転落という状況も避けられなくなりますし、とても水道料金、公共料金だからといって下げれ

る状況ではないというふうにこれを見る限り感じております。

それと、先ほど計画のことをおっしゃいましたけれども、老朽管の更新事業、毎年５，０００
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万ずつ今やっておりますけれども、もう耐用年数を超えてる本管がとても追いつかないほどあり

ます。とても、べらぼうに長い計画になると思いますので、それぞれこれから計画の見直しもさ

れると思いますけれども、容易な費用ではないなというふうに感じています。見直し計画もいず

れ出来上がってくるんじゃないかとは思います。

それから、８年度は、予算はそういうことでぎりぎりでやっておられますが、地震もあったこ

とですし、水源の改良だとか施設の修繕だとか、いろいろこれから費用のかかる事業が出てくる

と思います。８年度に水道料金を下げるなんていうことがとても、先を見ただけでもできる状況

ではないということを町民の皆さんにも知っていただいて、今回の令和８年度の南部町水道事業

会計は賛成していきたいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 令和８年度の水道事業会計に反対します。

私たちが水道事業会計、次の下水道もそうなんですけれども、反対している大きな理由という

のは、住民の暮らしから考えて公共料金の引下げを言っている中に水道料金も位置づけていると

いうことなんですよね。

それと、もう一つ、これを言い続けんといけんなと思っておりますのは、この水道問題が上が

ってくるときに絶えず出てくるのは、人口減の中でこのインフラをどう整備するかと、そのこと

がこのままでいいのかと、水道料金を引き上げなければもたないのではないかという論に行って

しまうんですよ。私は、水道事業と次の見てて、南部町の水道会計、特に採算の取れないところ

もある簡水も入れてよくやってるなと思ってるんですよ。よう黒字出してるなという点では、経

費節減とかいろいろ苦労なさってると思うんですよ。

でも、よくやってるなと思うと同時に、思い出してほしいのは、合併してから水道統合事業し

たときは、これは合併特例債を使ってしたということでいえば、この中に入っていないんですよ。

私、つくづくこの数字で思うのに、あのときに水道事業会計でやったらこういう数字じゃなかっ

ただろうなと思うんですよ、統合事業。ということは、合併特例債使ったからできるというんで

すけども、一般財源を使って水道の会計も、いわゆる料金についても上下することはできるとい

うこと言いたいんですよ。ちなみに、全適と一部適用あるといいますが、同じ公営企業会計、次

の下水は２億ぐらいつぎ込んでますよ。その時期に来てるんですよ、もう水道がね。そのときに

どうするかということで町長も悩んでおられると思うんですけども、方法を安易に水道の利用料

だけに持っていかないでほしいということ言ってるんですよ。一番は国、県に対して支援策求め
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るべきですよ。

先ほど賛成議員も言われた都市部とうちのこのような中山間地域では条件が違うんですよ。そ

こを一緒に公営企業にしたから全部赤字でいいのでせえなんて無理な話ですよ。これから人口減

ってくるんですよ。そういう立場に立っていただきたいんですよ、町長が。県もそうですよ。人

ごとみたいに言わないで、中山間地抱えておるのは、県の補助金を入れて一番大事な水道会計を

維持するために努力してほしいんですよ。そういうことを住民に言わないで水道料金の引上げだ

けでは納得できないと。まして、全体見たとき、ほかにお金使っていきながらどうして水道料金

に、住民の暮らし支えるために１億、２億出せんかという話になりますよね。そういう意味でい

って、この水道会計についていえば、公営企業だからといって厳しい意見を出すだけではなくっ

て、一般財源も含めてすることはあり得るという立場で国にも県にも物言っていただきたいとい

うことを厳しく指摘して、反対いたします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第２０号、令和８年度南部町水道事業会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２０ 議案第２１号

○議長（景山 浩君） 日程第２０、議案第２１号、令和８年度南部町下水道事業会計予算を議

題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第２１号、令和８年度南部町下水道事業会計

予算について審査をいたしました。

この議案でも公共料金の在り方、また関連する一般会計からの繰入金の在り方等で可否が分か

れました。

審査の結果、賛成多数で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

－３６－



まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、加藤学君。

○議員（４番 加藤 学君） ４番、加藤学です。議案第２１号、令和８年度南部町下水道事業

会計予算、反対の立場から意見を述べさせていただきます。

水道料金のときも言いましたけれども、下水道も公共料金であり、物価高騰の折、値下げをす

るべきだという意見をずっと述べさせていただいております。

それに加えまして、水道事業会計でも言いましたが、今回公共料金審議会が開催されます。や

はり今回、下水道の値上げがされるのではないかということに対して大変問題があると思ってお

ります。

以上の２点から反対の意見とさせていただきます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

５番、荊尾芳之君。

○議員（５番 荊尾 芳之君） ５番、荊尾芳之です。議案第２１号、令和８年度南部町下水道事

業会計予算については賛成します。

令和８年度は、令和６年度の公営企業会計、下水道事業会計予算となって３年目となります。

毎年言っておりますが、この下水道の予算は一般会計からの繰入金がなければ成り立たない、公

営企業の基本である使用料の収入だけでは難しい会計です。

令和８年度の下水道会計予算の収入総額は４億４，４１５万５，０００円です。そのうちの下

水道使用料収入が１億６，１４３万４，０００円、他会計負担金が１億４，７２９万８，０００

円、他会計補助金が１，５６９万９，０００円、この他会計の負担金、補助金合わせますと１億

６，２９９万７，０００円です。一般会計の繰入金と下水道使用料、ほぼ同額で、少し繰入金の

ほうが多いという状況でございます。この状況で収入の基本であります使用料の、下水道料金の

値下げというのはちょっととてもできません。地震もあります。この間のようにいつ地震が起こ

るか分かりません。下水道の本管も耐用年数に近づいてきています。今後、大規模な修繕費もか

かってくることが予想できます。何とかランニングコストを減らして、下水道料金の値上げにな

らないようにしていかなければなりません。反対者の意見に、公共料金審議会のことを言われま

したが、そこは値上げ前提ではなくきちっと公共料金審議会で審議をしていただくということを

お願いをしたいと思います。

支出の中で処理場費が１億４，６６２万円です。これは支出の全体の３３％を占めます。そこ

で処理場の統廃合を考えられないでしょうか。また、汚泥減容にさらに努力するというようなこ
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とが重要だと考えます。とにかく経費の削減を行っていくしかありません。国から補助をしても

らうとか、そういうことをできればそれにこしたことはないんですが、この南部町の下水道事業

というものは今、住民生活になくてはならない必須事業であります。しかし、しっかりこの下水

道事業を進めて、水道とともにライフライン、住民のために守っていくことが重要だと考えます。

以上、賛成討論とします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第２１号、令和８年度南部町下水道事業会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２１ 議案第２２号

○議長（景山 浩君） 日程第２１、議案第２２号、令和８年度南部町病院事業会計予算を議題

といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第２２号、令和８年度南部町病院事業会計予

算について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２２号、令和８年度南部町病院事業会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・
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日程第２２ 議案第２３号

○議長（景山 浩君） 日程第２２、議案第２３号、令和８年度南部町在宅生活支援事業会計予

算を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第２３号、令和８年度南部町在宅生活支援事

業会計予算について審査をいたしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２３号、令和８年度南部町在宅生活支援事業会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２３ 議案第２４号

○議長（景山 浩君） 日程第２３、議案第２４号、町道路線の認定についてを議題といたしま

す。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第２４号、町道路線の認定について審査をい

たしました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２４号、町道路線の認定についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２４ 議案第２５号

○議長（景山 浩君） 日程第２４、議案第２５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定についてを議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長。

○予算決算常任委員会委員長（白川 立真君） 議案第２５号、辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定について審査を行いました。

審査の結果、全会一致で可決すべしと決しました。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２５号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてを採決いたし

ます。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２５ 請願第１号

○議長（景山 浩君） 日程第２５、請願第１号、政府に所得補償（直接支払い）制度の実現を
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求める請願書を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長です。請願第１号、政府に所

得補償（直接支払い）制度の実現を求める請願書について、令和８年３月６日に総務経済常任委

員会で審査をした結果、賛成３名、反対３名の同数となり、委員長決裁といたし、委員長が不採

択を表明し……（「不採択を表明じゃない。決議したんでしょ。委員長裁決だったでしょ」と呼

ぶ者あり）そうです。委員長裁決で不採択と決しましたので、報告します。

また、御意見が賛否両論ありましたので、少しだけ紹介させていただきます。可の理由といた

しまして、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払制度に加え、所得の補填をすることで

収入の安定につながり、農家の生産意欲が高まること、また、販売農家の生活が安定するために

は収入の補填が必要であることの意見が出されました。

否の理由でございますが、法人や大規模農家に集約されつつある中で、今、所得補償制度を設

けることは疑問である。また、農業共済の収入保険もあり、保険料の補助もしている。この制度

をもってフォローしている部分があること、また、請願書の中の言葉に曖昧な部分が多く、この

文面では審査を継続することが難しいことということがありました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 委員会での審査、お疲れさまでした。

お聞きいたします。反対の否の理由に３つ上げられておりましたよね。一つは、大規模農家を、

いわゆる法人とか大規模農業目指してるので、所得補償は合わないと。共済の収入保険もあると。

ですが、１番の法人の大規模経営を目指しており、所得補償は合わないっていうのは、南部町に

も法人があるんで大規模ってなかなか言いにくいですけど、こういう意見を出された方は南部町

のその法人の方に聞かれたんでしょうか。所得補償なんか要らんよって言ってましたか。お聞き

したいんですよ。私が聞いてる限りでは、法人の形態すごく大変なんですよ。特に私の近く、中

山間地域で維持していこうと思ったら本当にえらい、それでどうですかということ。

共済の収入保険といいますが、共済の収入保険で収入の足しになるわけですか。それも聞きた

い。

３つ目に、文言が、曖昧さっていうところはどこを指摘して論議するのに及ばないということ

になったのか、具体的に教えていただけたらありがたいです。
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○議長（景山 浩君） 総務経済常任委員長。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長です。３点の質疑をいただき

ましたけども、具体的にこの部分ということを聞いていませんので、また機会があればというふ

うに思います。以上です。

○議長（景山 浩君） １３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） ということは、委員長、いろいろ法人とか大規模経営があるから

所得補償は要らんっていうことや、その３つの件は出たんだけれども、具体的にこうこうこうい

うことだっていうことはなかったということですよね。その確認。ということは、きっと討論の

中で反対なさった方、法人の大規模経営とか南部町の法人経営どうだったのかということを言っ

てくださるわけですよね。それ確認しておきますね。住民の農業見ながら私たち考えてるんだか

ら、そこを教えてほしいのと、共済の収入保険があるから大丈夫というのであれば、どれぐらい

大丈夫かというのもきっと討論の中で出ると思いますので、言ってやってください。

それと、文言の曖昧さっていうの分からない。これも討論でしか出ませんか。もし分かれば教

えてほしいなと思ったんですけども、出なければ結構ですが、それ分かったら教えてほしいなと

思います。

○議長（景山 浩君） 総務経済常任委員長。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） １点目の曖昧な部分というのが米農家なのか、ま

たは農家全般のことを言っておられるのかいうのがよく分からないものでして、紹介議員さんに

もお聞きして米農家だということをその場でやっと分かったような次第でございます。

あとの部分につきましては、どこがどうなのかいうのは聞いておりませんので、ではどの部分

なのかなと思っております。以上です。

○議長（景山 浩君） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午前１１時２２分休憩

午前１１時２２分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。（発言する者あり）委員長報告に反対の方です。
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まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、井原啓明君。

○議員（２番 井原 啓明君） 今、委員長が委員会の中での説明をされました。それで、私が紹

介議員ということでなっておりまして、この内容について説明をしたわけですけれども、一番趣

旨は、やはり日本の農業をいかに守っていくか、それと日本の、イコールになるんですけども、

食料をいかに確保していくか、そのためには農家を守らなければいけない、そのためにはその所

得補償を国の責任としてやっていかなければならない、これが一番大きな趣旨だというふうに考

えています。

それで、真ん中の欄には米、野菜、果樹、畜産、酪農と書いてありますけれども、私はその場

でまず米だというふうに言ったと思いますけれども、これは全体を考えて言っておられることだ

と、後日もう一回読んでみて思いました。それは食料というのは米だけではなくて、野菜、果樹、

畜産物あるわけでして、やはりこれの、この国で作るという、自給ができるということが一番大

切なことであって、今、政府の中でも米は買って食べればいいじゃないというような発言をされ

る人がいらっしゃいますけども、過去の歴史を見てみると、特にイギリスとかヨーロッパを見れ

ば食料の自給率が下がった国っていうのは国力を落としてるんですね。その反省の下に立って今

現在自給率を上げるというのを国を挙げて努力してます。農業大国のアメリカでさえほぼ全ての

農作物に対して補助制度を設けています。

この請願をなさった方もそういう状況を見た中で、やはり国の責任として国民が食べる食料は

国で作っていく。町や小さな町でいえば自給自足っていうんです……。自給自足じゃないな。町

で作ったものを自分たちで食べる、そういった体制をつくっていくことがやはり農業の安定であ

り、それから国民の食料の安定であり、国民の生活の安定であるということがおっしゃりたいん

で、そのことを国に対して請願してほしいというのが一番のお気持ちだというふうに理解してお

りますので、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１２番、板井隆君。

○議員（１２番 板井 隆君） １２番、板井です。私は、この請願第１号、政府に所得補償（直

接支払い）制度の実現を求める請願書について、委員長の報告にありました不採択に賛成の立場

で討論させていただきます。

この制度というのは昔、過去にも存在した制度でありました。しかし、小規模農家を対象とす

ることで農地貸し剥がし、これは地権者が貸していた農地を返還を求めるという現象が生じてお
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ります。農地集約が阻害されて、行き先があったわけなんですが、この農業構造改革では農地の

集約化、効率的な農業経営、つまり大規模農家に、大規模農家というのは認定農業者、認定新規

就農者、集落営農に経営所得安定対策制度に変更してきたものであります。さらに、個人農業者

を含めた支援策としては中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払制度が設置されており、農

地維持に対する支援策を現在も継続をしているという現状であります。

南部町の現状を見ても平野部の農地では６０％以上が、営農団体等が農業経営に従事していた

だき、若い農業者が育ってきています。また、農業機械や農業施設への整備に補助金制度もあり、

予算化をされていることを議会は肌身に感じているというふうに思います。

今、産業課、まだ続いているんでしょうか。１０年後の農業地域計画のアンケートを実施して

います。特に中山間を含めた農地維持について担い手もままならない現状であるというふうに認

識をしております。このような農業の現状において戸別所得補償制度は、将来の農業の実現は現

実味の少ない補償制度だと思い、この請願に対する不採択の賛成討論といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、加藤学君。

○議員（４番 加藤 学君） ４番、加藤学です。今回の請願は採択すべきだという立場から意

見を述べさせていただきます。

何度も出ておりますが、中山間地直接支払金、これがありますけれども、これでは耕作してい

る農地の維持にはつながらないのではないかというふうに考えております。

それと、もう一点、営農の補償というのがこの中だけで出てきておりますけれども、これは過

去３年もしくは５年間に引き下がって、それの売上げに対して１００％ではない補償を行うこと

になってます。御存じのとおりお米の値段が上がったのは昨年であり、農家の所得として上がっ

たのが昨年だけです。そして、今年も上がっておりますが、過去５年間に遡った場合、お米のト

ータルの金額が安いことになって、現在の補償ができないというのが現状になってます。この営

農補償についても、これも不十分であるというふうに考えております。

以上のことから、直接、政府のほうから所得補償をやってもらう、これが一番最終的には農家

の維持、それから農業耕作地の維持につながるというふうに考えます。

以上のことから、今回の請願に関しては採択すべきであるという意見とさせていただきます。

以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

５番、荊尾芳之君。
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○議員（５番 荊尾 芳之君） ５番、荊尾です。私は、委員長の不採択という判断に賛成をしま

す。

所得補償制度っていうのは以前ありますように、米を国が買い上げてくれて、安定した制度と

いうのはずっとあったわけですけども、それが今は自由に販売したりできるという今の制度に変

わっております。これを戻すということはどうなのかというところで、どういうんですかね、決

まった金額というものをやる、それ相当の最低保証するというところがこの請願の中身だと思う

んですけども、基本的に農済に収入保険というのもあります。毎年の収入、米の出来高、安定し

た、基準があるんですけども、そこを大きく下回った場合にはこの収入保険から米の、農家の収

入を補償するという制度がございまして、南部町もこの収入保険の保険料の補助をしております。

これに加入していただくということが一つのカバーといいますか、そういうところになってくる

のではないかというふうに私は考えておりますので、今、昔のように１俵何ぼという、国が買い

上げて安定した価格を農家に保証していくということ、それとその米の値段というものを安定さ

せていくというふうに文章は書いてあるんですけども、そこの差を今、国が持つことができるの

かなと思ったときに、そこは請願ですから、そこもこっちの要望を言っていけばいいということ

なのかもしれないが、そこが私の考えてるところとちょっとそぐわないなと思って、この請願、

文章も読みましたけど、少し腑に落ちないところもありましたので、私はこれを不採択というこ

との委員長判断に賛成します。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） この請願を採択したいという意見です。

先ほどのお話を聞いてて、所得補償そのものが法人とか大規模経営から見たら何とか剥がしが

あるとかいうんですけども、農地集約の阻害がされるっていうことは、農水省もそういうこと言

ってるのかなと思ったんですけれども、まず一番は、これが出てきた背景は住民の方の農家が出

てきたことということと、今回の米問題をめぐってどう考えても、米の価格が上がったといって

もやはり安定しないし、今度米を続けることには不安定さがあるという方も、これ全国の課題だ

と思うんですよ。

それで、先日の、１２月のＪＡの新聞、これ全国版でしたっけ、欧米並みの所得補償を求めて

東京でデモとかしてるんですけど、そこで写ってたのが米の適正価格について、鳥取農事組合法

人代表、鎌谷一也さんですか、この方がぱあんと写ってるんですよね。鳥取県でもそうだという

ことで写ってるんですけども、全国からそういう声が上がってて、今は所得補償だというのは、
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農水省も農業の維持・発展のため、近年に至って所得補償政策が取られてきているってことで研

究は進んでるんですよ。なぜかというと、欧米はもう１９９０年以降は所得補償制度が常識だと

いうことになってて、今現在はヨーロッパなんかで９割程度が、補助金が入ってるってことなん

ですよね。それから見たときに、今の日本の農業、確かに荊尾議員がおっしゃったように、国が

全部食管制度を今のように改変して負担できるのかという問題あると思うんですよ、金額の。た

だ、少なくとも国のお金を出さなければ、今、第一次産業の農業自体が衰退していくって、これ

はもう共通の認識じゃないかと思うんです。そのときに何をしていくかというときに、農家から

所得補償だっていう声が出てきてるのと、農水省もしてて、農水省の資料の中でそれが出てるん

ですよ。ヨーロッパが９割、アメリカが６割、日本の補償率は１５．６％、これは低いって言っ

てるんですよ。そこを、やっぱり農業を基幹産業としている南部町の議会こそ、これを私は上げ

ていくことが住民の、町内の農家を励ますことになると思うし、いろんな問題あったとしたって

少なくとも一致できる内容だと思いますので、もうぜひとも委員会で反対した方も含めてお考え

直しいただいて、農家の方々の声を上げていこうではありませんかともう心から訴えるしかない

ですね。よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

８番、長束博信君。

○議員（８番 長束 博信君） ８番、長束です。私は委員長報告に賛成で、私がこの請願書につ

いて言いましたのは、これ全体を反対しているわけじゃなくて、言い回しがよく分からない、文

面が何を言いたいのかがよく分からないので、この中身を見直すんであればという話で言ってお

ります。最初の入りが農業生産の物価高騰云々で、次に農業全体のことを言っております。米、

野菜、果樹、畜産、酪農、農産物全体のことを言っております。ところが、それ以降については

米の話ばっかりが出てきます。米の増産、需給見直しどうのこうの、価格のことをですね。最後

のほうも米価のことで述べておりますが、最終的に請願事項は所得制度のみしか言っておりませ

ん。何が言いたいのかという全体が私にはよく分からない。

委員会の中で質問したら、米価のことかいったら米作のことだと、こういうことでしたので、

それであるならば米農家に対する所得補償制度にすべきではないかという提案をさせていただき

ました。言い回しも、それならそれなふうな言い回しにすれば非常にすっきりしていいんじゃな

いかというお話をさせていただきました。この全体でやるんであれば、農業政策そのものの全体

の話を持ってこないと、多分筋が通らんのではないかなという気がしまして、米作、米のことで

あれば米に絞った話にすべきではないか。全体の話であれば全体の話としてまとめ上げたほうが
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いいんではないかということを申し上げさせていただきましたので、大変申し訳ないんですが、

ちょっとこの文面では賛成しかねるなということで、不採択とさせていただいたところでござい

ます。以上でございます。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、請願第１号、政府に所得補償（直接支払い）制度の実現を求める請願書を採決いた

します。

委員長報告は不採択でありましたが、原案に対して採決いたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立少数です。よって、本案は、委員長報告のとおり不採択とすること

に決しました。

・ ・

日程第２６ 議案第２６号

○議長（景山 浩君） 日程第２６、議案第２６号、令和７年度南部町一般会計補正予算（第９

号）を議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。議案第２６号につきましては、総務課長のほうから説明させ

ます。

○議長（景山 浩君） 総務課長、田村誠君。

○総務課長（田村 誠君） 総務課長です。議案第２６号、追加議案フォルダーの中に一般会計

補正予算ございますので、御確認をお願いいたします。



議案第２６号

令和７年度南部町一般会計補正予算（第９号）

令和７年度南部町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，３３８千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９，９１９，８４１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金
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額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年３月１８日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和８年３月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



そうしますと、今回のこの補正でございますけども、介護保険対策事業における南部箕蚊屋広

域連合の負担金の確定によるもの、それからそれに伴いまして南部箕蚊屋広域連合からの委託金

の確定というものでございます。

それでは、３ページを御覧ください。３ページでございますけども、第１表です。歳出です。

３款の民生費、１項社会福祉費を４３３万８，０００円増額いたしまして、１５億９，０００万

４，０００円という具合になります。

１ページ戻っていただきまして、歳入のほうでございます。歳入は２０款諸収入のとこ、５項

の雑入を５６０万４，０００円増額いたしまして、９，２３９万６，０００円となります。

１８款の繰入金、２項の基金繰入金で歳入歳出を調整しております。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 提案理由の説明がありました。

提案に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第２６号、令和７年度南部町一般会計補正予算（第９号）を採決いたします。

議案第２６号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２７ 議案第２７号

○議長（景山 浩君） 日程第２７、議案第２７号、統合保育所整備事業造成工事に関する変更
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契約の締結についてを議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。議案第２７号につきましては、副町長のほうから提案説明さ

せていただきます。

○議長（景山 浩君） 副町長、宮永二郎君。

○副町長（宮永 二郎君） 副町長でございます。そうしますと、追加議案のフォルダーの議案書

のほうをお願いをいたします。２ページでございます。議案第２７号、統合保育所整備事業造成

工事に関する変更契約の締結についてでございます。

統合保育所整備事業造成工事に関する変更契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第

５号及び南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。

契約の目的は、統合保育所整備事業造成工事。契約の金額は、変更前で２億２，１０７万１，

４００円、変更後２億４，６０１万６，１００円でございます。契約の相手方は、鳥取県西伯郡

南部町福成３０２３番地、統合保育所整備事業造成工事、ＴＭＳ・タナカ特定建設工事共同企業

体、代表者、水町直允でございます。

本議案につきましては、これまでも全員協議会等で御説明をさせていただいておりますが、統

合保育所整備事業造成工事におきまして、一部の工法の変更に伴う購入土の数量が増加したこと

などによりまして、議会の承認を伴う増額の変更契約、行う必要が生じたものでございます。本

議会開会後の精算事務の過程で積算の間違いが判明いたしたものでございます。今回、追加議案

として提案をさせていただくことになったものでございます。これは私どもの確認不足によるも

のでございます。誠に申し訳ございません。また、議会の皆様におかれましては、審議に多大な

る御負担をおかけしております。この場を借りて深くおわび申し上げます。

提案理由は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午前１１時４７分休憩

午前１１時４７分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

提案に対し、質疑はありませんか。
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１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 今回の追加議案で出た変更契約２，４９４万円ですけれども、先

ほど副町長は積算の間違い等があったっておっしゃるんですけども、今回は３月１１日に仮契約

を結んだというのが私たちの資料の中に出ていますが、これはこの仮契約を結んだ内容はどうい

うことかというと、令和７年、昨年の１０月の３１日に協議書を受領して指示書を出している内

容ですよね。それが１０月の３１日に協議書を出して、協議書というのは事業者と金額も協議し

ていたのにかかわらず、その場所で判断ができなかったというのは今回おっしゃってたのは、町

長が議会にかけなくてはいけない金額であったのに、しないで工事を続けていたということです

よね。これ明らかに、町長の専決事項である２５０万以上は議会にかけるということに反してい

ることになると思うんですよ。そのことについて町長はどうお考えですか。

それと、そこに至った経過は、間違いがあった等々はおっしゃっていましたけれども、私が聞

いているのはそれを決裁する側のことを言っております。決裁する方は、１０月の３１日に金額

が出ないと業者は仕事ができないんですよ。それを決裁は、担当課だけでできるもんではありま

せんよ、大きな事業ですからね。それをもらった方が２５０万以下でできるということを判断し

て、これまでにかけていなくって、もう事業終わった頃に仮契約をして出してくるというこの経

過について説明してくださいということと、専決事項に書いてある、町長、あなた、２５０万円

以上の議決が要る仕事をずっと続けとったということですよね。それが議会にも説明がなかった。

３月３日の議会が始まっての中でも予算の範囲内だと言い張ってきた、このことについて経過と

町長の責任をちょっと聞かせてください。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 詳細についてはまた後ほど担当課長のほうから説明させます。

私からは、このようなことが起こったことに対しまして改めて議会に対しまして反省をし、ま

た改善をしていかなくてはならないと思っています。止めなかったということは、明らかにその

工事の中で全体額が２５０万円の変更額に達しない、いわゆる今回の増額部分とそれに対する減

額要素があったということから、現場のほうはそのまま進んだというふうに解釈をしております。

私のほうはそのように報告を受けてるところでございます。

しかし、結果としまして２，５００万円という額の変更が生じ、議会の皆様に運営上、多大な

御迷惑かけましたことには改めて申し訳なく、反省してるところでございます。したがって、１

０月時点に私が専決したという事実はございませんので、今回の提案をもって皆さんの御同意を

いただきたいと考えています。以上です。
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○議長（景山 浩君） 建設課長、岩田政幸君。

○建設課長（岩田 政幸君） 建設課長です。今回の変更契約につきましては、１０月３１日の時

点で盛土の数量が変更になることが判明しました。その時点で建設課のほうで積算の誤りがあっ

ており、マイナス部分についてもその増額分を吸収できるマイナスがあるということで、協議書

の中では増工金額のみを業者に報告し、マイナス分については今後精算の中でというふうな考え

がございました。結果、その部分が誤りでありまして、その時点での対応についても不十分であ

ったというふうにも振り返っております。

また、私のほうから、建設課のほうから副町長や町長への報告にも吸収できると、工事増額分

についてもマイナスで吸収できますという報告をいたしておりました。その部分が今回の誤りの

始まりの部分でもあります。その部分につきまして建設課といたしましても重く受け止めており

まして、今後はこのようなことがないようにということで体制も強化していきたいとも思ってお

りますし、再発防止に努めていきたいと考えております。大変申し訳ございませんでした。本件

については以上です。

○議長（景山 浩君） １３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 私がお聞きしてるのは、経過については担当から十分聞いてきた

んですよね。何回も聞いてきたし、課長からのその文言も聞いてきたんです。

私が聞いておりますのは、町長、あなたが言った、自分はあくまでも２５０万以内ですること

であったと、こういうふうに言ってるわけですよね。現場見に行かれましたか。現場見てそう思

われましたか。それが聞きたいんですわ。これは、それに工事の変更だけではなくって盛土で現

状変更がされているんですよ。今まで土手の中で１．２メートルも上がっているんですよ。現場

見られましたか、町長。現場見られて２５０万で収まると思ったんですか。それちょっと聞かせ

てください。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。お答えいたします。私は、あそこの現場を通るたびに必ず現

場を見るようにしています。さらに、仕事等々で私も大変住民の皆さんに約束した手前責任があ

りますので、常に見てるつもりです。私が報告を受けていたのは、購入土、いわゆる真砂土を買

ったことと、それから土壌改良が当初から設計に入ってました。このものがイコールで、変動は

ないという話を聞いていました。さらに、マイナス要素があるといったことから、大丈夫かとい

ったことに対して議会の議決は要しないということを聞いていましたので、私はそういう具合に

認識しておったところです。そういいながらも、最終的にこのような事態になったわけでして、
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この原因をしっかりと究明しつつ、職員の研修の機会を与えるとかを通じて、このような事態が

二度と生じないようにしっかりとした職務体制を組みたいと思っています。

○議長（景山 浩君） １３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 町長は職員の問題にしておりますが、私が聞いておりますのは、

２５０万で済むと思ったって言いますが、協議書には５，０００万って書いてあるわけでしょう。

昨日そういう話でしたよね。どういうことかというと、約款にも全部書いてあるのは、こういう

契約は協議書で文書じゃないといけないって書いてある、口頭ではいけないって書いてあるんで

すよ。それを現場にだけ求めるんですか。そうじゃないでしょう。

聞きたいことは、執行責任者として、仮にそういう状況が上がってきても文書じゃない限り認

めたらいけないんですよ。これは担当課の責任というよりは、この仕組みを理解して動かなかっ

て、そこを指摘しなかった町長にあるんじゃないですか。あなたが人ごとみたいに言うことやな

いんですよ。私たちはそれで、中での職員に対しての言うこといろいろあるだろう。しかし、議

会に出るときには中身が分からないとか、自分が２５０万でいこうと思ってたっていうことが、

実際間違いがあったということをおわびしない限り、この問題解決しないと私は思うんですけど、

どうでしょうか。（発言する者あり）

それと、２５０万の、いわゆる自分が専決できるのは２５０万に限るといって決めておきなが

らそれを守らなかった。結果として守っていないんですよ、いろんな理屈つけようが。

○議長（景山 浩君） 真壁議員、質疑を行ってください。

○議員（１３番 真壁 容子君） はい。それを責任取らなければ、公の権力持ってる方々が、住民

がこの話を聞いて、町民に税金払ってくれって誰が払うんですか。気持ちも……。

○議長（景山 浩君） 真壁議員……。

○議員（１３番 真壁 容子君） 実際に声が上がっていますが、その件についてどうかということ。

それと、最後に、この件については住民に十分説明、議会に謝るようなもん違うんですよ。公

金を使って仕事をしてるということで、住民に言わないといけないことですね。そういう点から

見たら、形状変更が１０月に分かってる段階でどうして特別委員会にかけようと思わなかったん

ですか。それ聞かせてくれる。どうして議会に説明しようと思わなかったんですか。

それと、もう一つ、これ２つ目で、３つ目、住民にあの盛土協議するとは、県にも住民の理解

得られなくてはならないと言っています。これ住民の理解を得たと言っていますが、ハザードマ

ップで見たら１．５から２メートル水が出てくるわけですよ。町長はあんなに防災で、自分で努

力しろというんだったら情報提供しとかないといけないわけではないですか。重大な問題であり、
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説明会を再度開くべきではないか、経過とともに。このことについてどのようにお答えですか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。結果責任としてはもう間違いなくそれは町長の責任

でございますので、これは甘んじて私の責任だと思っています。私が申し上げてますのは、この

ようなことに至った原因をしっかりと究明して、再発防止に努めたいと思っています。

それから、防災マップのハザードマップの変更点につきましては、これは当初のものから盛土

によってどれだけ影響があるのかといったことでございますので、十分地域の皆さんには御承知

いただいてるものと思っています。もし必要であれば、必要があるということであれば、現場の

ほうからまた十分な説明をしていこうと思ってます。大きな変更はないというふうに考えており

ます。（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 今回の追加議案の契約変更の面ですけども、私は２つの点で問題

があると考えています。

まず一つは、法的な問題で、役場の仕事で例えば自分たちの決めたことができないということ

が本来あってはならないわけです。それを専決事項で２５０万以上は議会の議決が必要だと、こ

のように決めている中で仮契約をしたのが３月の１１日ということになれば、１０月の３１日で

したっけ、協議書で業者も動いたことになりますが、業者のほうも文書で決めないと工事にかか

れない、このことを考えたときに、業者は議会の決議経ようが何であろうが契約もなしにやって

る、仮契約もなしにやってるわけですよね。それができるというのであれば、町長は専決事項の

２５０万以上が知らなかったで済むのではなくて、３月１１日までで分からなかったという問題

は、これは法を守っていなかったということになるではありませんか。トップがそのように法を

遵守しないで、役場の職員とか住民にそういうこと言えるのかという問題ですよね。そういう点

でいえば、町長は本当に人ごとのようにしか思えない。責任があるという、あんなに大事な仕事

だといいながら、それに仮に特別委員会開いておれば議員のほうから……。

○議長（景山 浩君） 真壁議員、真壁議員……。

どうぞ。

○議員（１３番 真壁 容子君） はい。もし開いておれば、数量だけではなくって数字を確定した
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場合に、もう少し早い段階で分かった可能性も私はあったと思っています。住民に知らせたり議

会に知らせようとしない姿勢がこれを温存させてきたっていうことも指摘しておきたいと思うん

です。

それと、もう一つは、町長、今回で、専決で出されたっていいますけども、この中では増工が

５，０００万ですよ。それで、土壌改良で千何万が少なくなるというんですけども、１，０００

万以上を造成工事から建築工事に移してるんですよ。建築工事の契約変更要るじゃないですか。

１，０００万超えてるんですよ。そういうことがどういう状況であるかということを説明できな

いで法的な問題で知らなかったでは済まないし、結果責任として２５０万を超えて、住民も知っ

ているようにもう仕事を終えた段階でこういうことが出てくるということに対しての、私は町民

に対しての、町長は責任を取るべきだと厳しく求めたいと思います。

３つ目には、住民への説明の問題です。町長は、先ほどのハザードマップは住民が理解してる

とおっしゃいましたが、そのハザードマップで説明なされたんでしょうか。先日も複数の議員と

見に行ったんですよ。そこに現場の方がおられたら、こんなふうに１．２メートルに、盛土にな

ることは自分ら聞いてないとおっしゃってましたよ。自分たちがちょっとするときに農業委員会

で日照権だの、地権者の問題って言われるのに、役場がこういうことをするときは言わんでもい

いのかっていって私ら叱られました。町民から見たら町の職員も議員も一緒なんですよ。そうい

う段階で町長、これまでの、あっこの場所は水が出るのではないかって同僚議員も質問してきた

場所でもあるんですよ。だから余計に事態が起こったときに、住民に説明するという姿勢を取ら

なければ、莫大なお金使ってる保育園事業についての住民の理解が得られないことは十分承知な

んではないでしょうか。それを考えた場合、私は、特別委員会等に必ず変わったことがあったら

報告しますって言ってたのに、こういうことは住民から知らされて分かったことと、こちらから

言わないと説明にならなかった、この点も議会軽視と住民軽視であって、自分たちのやってるこ

とが何とか範囲内で収まるかといって言いたくなかったんだろうかと思わざるを得ないんですよ。

そういう姿勢では住民に通用しない、そのことも厳しく言っておきたいと思います。

最後に、住民に対してやっぱり説明会を再度行うべきですよ、あのハザードマップを持ってい

って、どのように違ったのか。これは町の責任でもあると思いますので、言われたらするという

もんではありません、やるべきだと。つくづく思うに、ある場所に行ったときに、仮に自分が民

家造るとすれば、隣の家より１メートル以上、２メートルも上げて擁壁を造って自分とこを高く

上げて、そこの土がいけなかったからといってそこの土を掘り起こして、隣の堤に堤以上の１．

２メートルの土を盛土にして形状を変更させて、普通こういうことが部落で起こったら、集落で
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起こったら集落の方が黙ってないと思うんですよ。まずそういうことはしないでしょう、それで。

町政だからできるかと思ったら大きなおごりであり、私はこういう意味でもあの場所を選んでや

ったことは失政だと、そういう意味では禍根を残す失政だと指摘をして、それを補うためにはま

ずこの計画とハザードマップを持って、少なくとも地域の住民を、全住民対象にした説明会を行

うべきだということを厳しく指摘して、今回の追加議案に反対をいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

１０番、三鴨義文君。

○議員（１０番 三鴨 義文君） １０番、三鴨でございます。このたびの議案第２７号、契約変更

について私は賛成の立場でございます。

先ほど来、出ていますけれども、原因は何か、それまでの経過、今日までの経過はどうだった

かっていうことはもう特別委員会の中でも説明を受けましたし、全員協議会の中でも説明を受け

てきました。原因は、予測してなかった掘削土が非常に軟弱で利用できないものだった、これが

発生したからこそ５，０００万増工が出てきたわけですが、その時点で担当課としては減額とな

る業種もあるので、相殺するということできますということで町長にも説明もされたということ

も聞きました。ですから、町長は担当課の試算で議会にかけなければならないような金額にはな

らないという判断で、２５０万以下で相殺できるんだなというふうな判断をなさったんだろうと

思います。その後、担当課のほうから精査をされたら、やっぱり２，４００万ですか、議会にか

けなければならない変更が生じたということであります。

私どもも何回も質問もさせてもらったり、経過も聞いてきましたので、ここでそういった思い

込みや違算があったことを追及していくより、このたびの変更契約を早くしていただいて、工事

に支障にならないように、工程が遅れないように早く仕上げていただいて、予定どおり工事が完

了することを願っておりますので、今回の変更契約については、私は賛成していきたいというふ

うに思います。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第２７号、統合保育所整備事業造成工事に関する変更契約の締結についてを採

決いたします。

議案第２７号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・
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日程第２８ 発議案第１号

○議長（景山 浩君） 日程第２８、発議案第１号、外交努力により中東地域の早期事態収拾を

求める意見書を議題といたします。

提出者である議会運営委員会委員長、三鴨義文君から提出理由の説明を求めます。

議会運営委員会委員長、三鴨義文君。

○議会運営委員会委員長（三鴨 義文君） 議会運営委員会委員長、三鴨でございます。



発議案第１号

外交努力により中東地域の早期事態収拾を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和８年３月１８日 提出

提出者 南部町議会議会運営委員会委員長 三 鴨 義 文

南部町議会議長 景 山 浩 様



別紙、案が載っておりますので、御覧いただきたいと思います。

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午後０時０９分休憩

午後０時０９分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

それでは、意見書案について事務局長より朗読をさせます。

○議会事務局長（田子 勝利君） 事務局長でございます。着座のまま読み上げさせていただきま

す。



別紙

外交努力により中東地域の早期事態収拾を求める意見書（案）

２０２６年２月２８日、米トランプ政権とイスラエルのネタニヤフ政権は、イランに対する大

規模な攻撃を開始した。これは、国連憲章と国際法を蹂躙する無法な先制攻撃である。

これまでの歴史的経緯から、各国のあいだで緊張関係が続いているが、いかなる理由があろう

とも、国際法を無視した武力攻撃を行い、幼い子どもを含め、罪のない一般市民に多くの犠牲者
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が出ることは許されることではない。

戦争は最大の人権侵害であり、これほど悲惨で残酷なものはない。

また、ホルムズ海峡周辺の事態悪化で、原油輸送に影響を及ぼし、日本国内でも、ガソリン等、

エネルギー価格の高騰が物価高に追い打ちをかけ、国民生活に深刻な影響を与えてきている。

日本政府におかれては、当事国をはじめ各国に対して、国際法を遵守し武力ではなく対話を基

調とした外交努力により、中東地域の現状について早期に事態収拾を働きかけることを強く求め

る。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和８年３月１８日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

内閣総理大臣、外務大臣、衆議院議長、参議院議長



以上でございます。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論を終結します。

これより、発議案第１号、外交努力により中東地域の早期事態収拾を求める意見書を採決いた

します。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに

決定しました。

・ ・

日程第２９ 委員会の閉会中の継続調査の申し出について

○議長（景山 浩君） 日程第２９、委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といた
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します。

お諮りします。議会運営委員会、総務経済、民生教育、広報の各常任委員会及び議会改革調査、

可燃ごみ処理広域化等影響調査、統合保育所建設調査の各特別委員会から、会議規則第７５条の

規定により、閉会中の継続調査の申出がありました。

お諮りします。各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決定しました。

・ ・

○議長（景山 浩君） 以上をもちまして今期定例会の会議に付議された事件は全て議了いたし

ました。

よって、第２回南部町議会定例会を閉会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。これをもちまして令和８年第２回南部町議会定

例会を閉会いたします。

午後０時１３分閉会

議長挨拶

○議長（景山 浩君） ３月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

３月２日の開会以来、本日まで１７日間の長きにわたる会期中、令和８年度一般会計予算をは

じめ、各特別会計当初予算、令和７年度補正予算、条例制定、条例の一部改正、このほか多数の

重要案件が提案、審議されました。終始熱心に御審議をいただき全て議了できましたこと、議員

各位の御努力に対し謹んで深く敬意を表しますとともに、厚く御礼を申し上げます。また、町長

をはじめ、執行部の議会審議に対する真摯な態度に対し、心より敬意を表するものであります。

３月４日、５日、６日の３日間にわたる町政に対する一般質問、議案審議の過程で議員各位か

ら述べられました意見等につきましては、町政執行に十分反映されますよう強く要望いたします。

さて、今期定例会におきましては、議員発議による外交努力により中東地域の早期事態収拾を

求める意見書を全会一致で可決をいたしました。今年２月２８日、アメリカ・トランプ政権とイ

スラエルのネタニヤフ政権はイランに対する大規模な攻撃を開始しましたが、いかなる理由があ
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っても国際法を無視した武力攻撃により罪のない一般市民に多くの犠牲を及ぼすことは許すこと

ができません。また、戦争は最大の人権侵害であり、これほど悲惨で残酷なものはありません。

対話を基調とした外交努力により、中東地域の現状について早期の事態収拾を働きかけることを

強く日本政府に求めるものです。

３月も半ばを過ぎ、南部町が最も輝きを放つ桜の季節が近づいてまいりました。法勝寺川土手

や城山公園、緑水湖畔やとっとり花回廊の桜、そして一式飾りなど、町内外からの多くの皆様に

春の南部町の魅力を満喫していただければ幸いです。

議員各位におかれましては、健康に留意され、町政発展のため、なお一層御精励いただき、町

民の皆様の負託に応えていただくよう御要請申し上げ、閉会の御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） ３月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本定例会は３月２日から本日まで１７日間にわたって開催され、令和８年度一般会計当初予算

をはじめ２４議案について御審議いただき、本日、全議案とも御賛同賜り、御承認をいただき、

誠にありがとうございました。その中でも、本日追加しました２議案につきましては、議会運営

に多大な御迷惑をおかけしましたことに改めておわびを申し上げる次第でございます。このよう

なことがないよう、原因をしっかりと究明しながら改善に当たってまいりたいと思っています。

さて、４日、５日、６日の３日間にわたり、１０名の議員の皆様から町政に関する一般質問を

いただきました。地震での課題と改善点など、地震に関する御質問を４名からいただき、改めて

災害への備えを住民の皆様と共に共有することが重要であることを再認識したところでございま

す。先週１３日には、震災翌日から給水活動を支援いただきました尾道市を訪問し、平谷市長を

はじめ、高垣上下水道局長、前川総務部長に面談をいただき、お礼を申し上げた次第でございま

す。

一般質問ではほかにも統合後の旧園舎の有効活用、人権施策、子宮頸がんワクチン、水道事業、

除雪、保育園の民間移管、脱炭素施策、地方自治の本旨や人口減少と高齢化による災害避難行動

に関する御質問、西伯病院、住宅開発や企業誘致の在り方、人口減少対策と中山間地の未来像な

ど、現在の南部町を取り巻く広範な政治課題について御質問を頂戴いたしました。議論のかみ合

わなかった部分、不足した部分もあったかと思いますが、今後とも御指導いただきますようお願

いを申し上げます。

いよいよ今週末には町内の桜も綻び始める時期を迎えます。南部町が一番華やぐ季節を迎える
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ことになります。来月の４日、５日の両日は法勝寺一式飾りとさくらまつりも行われ、町内外か

ら多くの皆様にお越しいただくものと思います。このさくらまつりの準備並びに運営には観光協

会に延べ４人のおてつだびプロジェクトの旅人に２週間の日程で参加をいただきます。また、と

っとり花回廊ではスプリングフェスティバルも開催をされます。４０種、２４０本の桜は大きく

成長し、すばらしいお花見スポットに成長していますので、町民の皆様にもぜひ御家族おそろい

で、また御友人もお誘い合わせて、南部町の春を皆さんと満喫したいと思っています。

議員各位におかれましては、閉会中に当たっても御指導いただきますよう改めてお願いを申し

上げ、閉会の御挨拶とします。お疲れさまでした。ありがとうございました。
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